
【議会・議員としての対応】
市議会においては、3月定例会では、会期途中（3月2日
より）で、１週間程度、休会の時期を設けて、市の新型コロ
ナ対策が迅速に行えるよう配慮等を行ってきました。
市議会の体制は、平成30年に起きた大阪北部地震の
経験を踏まえて作成した「緊急時初動対応マニュアル」
を準用して、議員からの要望・提案等については、議長
を通じて市の対策本部に届ける形で対応しています。
市民の皆様からいただいたご意見も同様に伝えていま
す。引き続き、皆様の貴重なお声をお聞かせください。
（また、臨時会にて、議員の月報酬を２０%削減（６ヶ月間）し、捻出した予算額を
新型コロナ感染対策に回すよう全会派一致で対応しています）

【補正予算に伴う臨時会での質疑等】

(１)子育て世帯に臨時特別給付金1万円支給
(２)ひとり親世帯（児童扶養手当受給世帯）に5万円支給
(３)未就学児の給食費を3月まで無償化
(４)市立小・中学校の給食費負担を来年3月まで軽減
(５)国民健康保険・後期高齢者医療制度加入者に傷病手
当金（３分の２相当額、1/1-9/30まで。延長の可能性も有）
(６)中小企業・個人事業主への休業要請支援金
(７)府融資制度（セーフティネット保証）の信用保料を補助
(８)飲食店のデリバリーの取組を支援

（(１)と(５)については質疑等していません）

(２)は、HPの市長メッセージではひとり親世帯全てと捉えられ
るが実際の支援対象は限定的である。再支給の条件を問う
と、明確な答えはなく一回きりの支給とのこと。
(３)の提案理由と支援の対象者の範囲等を確認。
(４)の提案理由は、大阪市の実施が影響して声が上がったと
のこと。中学生の間の給食の有無による格差と今困っている
子供への支援が優先ではないかと指摘。
(６)支給決定等は全て府の責任となることの確認、対象とな
らない中小企業・個人事業主等への独自支援の必要性。
(７)の見込み件数の調査実施状況の妥当性を指摘。
(８)の市場調査の妥当性や遡及対象期間を確認。
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⬇特別定額給付金について⬇

補正予算を受けて会派提案等しました!
◎公的年金受給者等、すべてのひとり親世帯に支援を
◎子供の学ぶ権利の保障のための環境整備
◎今、「食」に困っている子どもたちへの支援
◎大学生への支援 （自主退学を余儀なくされないように）
◎中小企業・個人事業主への迅速な独自支援
◎福祉の現場への支援（介護サービス等の代替支援等）
◎吹田市保健所からのわかりやすい情報発信
◎ PCR検査体制の充実
◎基金創設、物品集約および提供等の仕組み



以下、SNS等の情報です
Facebook :市民と歩む議員の会
五十川HPのQRコードはこちら→

［吹田市のいじめ重大案件について〕

いじめ重大案件においては、吹田市に、3月定例会質
疑のためのやりとりの際、新たないじめ重大事態の有無
について確認をしましたところ、市からは、「現状で報告
する重大事態はない。」と回答されていました。しかし、３
月末に３例目（昨年9月に認定済）が報道により発表され
ました。情報の透明性に欠けた市の対応をいかがお感
じでしょうか。いじめ対応について、引き続き、強く
市および教育委員会等の体質改善を求めます。

固定資産税等の課税誤りは、還付加算金等の内訳・
金額などについては、個人質問まで明確に示されること
はありませんでした。本会議で指摘した翌日の委員会で
還付加算金の金額について唐突に言及するなど、課税
誤りが発覚してから半年以上経つにもかかわらず、市の
対応は不明瞭・不明確な部分が多いものでした。吹田市
の税務行政については、引き続き、追及してまいります｡

［ ２月定例会いそがわ ゆか個人質問等にて］

［令和２年度当初予算について（反対意見）］

◎自治会加入促進策は、自治会等の情報発信を行政
がサポートすることのほうが意義があるのではないか。
◎ニュータウン首長サミット実施の妥当性への疑義。
◎メイシアター再開に合わせたいずみの園公園の随意
契約での工事の決定プロセス等の妥当性の疑義。
◎中核市移行関連条例の施行に法令上必要である各
条例の審査基準をいまだに策定されておらず、行政手
続条例違反といえる予算提案となっていること。
◎固定資産税・都市計画税の課税誤りによって生じた還
付加算金等には質疑の通り疑義が多く、正確な計算等
なのかは不明確かつ不明瞭な状態であること。
以上、違法性の高い予算のあることや本当に様々な
角度、視点から議論、検討されたものなのか。市民に寄
り添う市の姿勢がみられない為、反対いたしました。
また、職員の住居手当増額の主な目的としている災害対
応には、他の手当をつけるなどの方が有効ではないか。
として、現時点で最適な施策ではないため反対しました。

吹田市議会５月定例会は５月２８日（木）から６月２９日（月）までの予定で
す。議長はじめ新役員決定や、新型コロナウイルス対策等大切な予算審
議等となります。市政をチェックするためにもぜひ、傍聴をお願いします。
（感染拡大防止の為、本会議はインターネット視聴を優先して願います）

市⾧から提案された議案等（予算、条例、国や府への意見書）のうち、賛否の分かれた議案の一部です。（意見書：
※地方自治法第99条 普通地方公共団体の議会は、当該普通地方公共団体の公益に関する事件につき意見書を国

会又は関係行政庁に提出することができる。）個人賛否は以下の表のとおりです。
賛成者 ◯ 反対者 × 退席者 退

今回の一般質問（個人）では、中核市としての新型コ

ロナ対策、教育振興基本計画等の議論の見える化の

必要性、公務での市長発言について、いじめ重大案件

への対応、SOSカードの対応改善、医療的ケア児への

支援体制、固定資産税等の課税誤りでの対応、中消

防署跡地を地域等とともに早期検討の必要性、業務改

善の迅速性、行政手続条例上必要な審査基準の設定

等について取り上げました。（議会運営員会にて市の新

型コロナ対策への配慮として、民意の反映の為に大切な

質問時間を削らざるをえなくなりました。今後も限られた

ルールの中で最大限工夫し、市民のお声を届けます）

また、2月定例会においては、固定資産税評価審査

委員や市のトップ2である副市長の人選案件も質疑等

を行いました。市政運営に非常に大切な役職です。

市長は、「現副市長を再任用する。」と評価をされた

具体的な理由を何度聞いても、「時間の関係や自分が

決めたことをご理解いただきたい」などと言われ、不親

切なお答えばかりでした。人選案件でさえ議会の場に

おいても明確に説明されない姿勢が表れていました。

その他、令和2年度当初予算審議（市制80周年記念

関係事業など）も行いました。

内容等、詳しくは市議会HP等にて。

１．議案第３号: 一般職職員の給与
に関する条例の一部改正について
（市内住居職員の手当額を増額）
賛成 ２７ 反対 ８ 可決

２．議案第25号: 令和２年度吹田市
一般会計予算について
賛成 ２５ 反対１０ 可決

３．市会議案第２号:種苗法改正案
の撤回を求める意見書
賛成 １４ 反対２１ 否決

［固定資産税等の課税誤り等税務行政について〕


